
法エール Vol.47

H24.11.20

ご挨拶
１０月に開催された「ハートフルくまもと大会メモリアルリレーマラソン」に参加しまし

た。いつもお世話になっている方のお誘いもあり、当法人からは、私を含め４名で参加しま
した。ＫＫＷＩＮＧ外周（７５０ｍ）を８時間で何周できるのかということを競う大会です。

私は、チームの２番目にスタートしましたが、２年前に痛めた両膝の調子を見ながらの疾
走？でした。しかし、運動不足は否めません。７０歳位のおばあちゃんからも追い越され、
昔、スポーツをやっていたという片鱗すらありません。７５０ｍを走るという短い時間の間

に、何とも情けない気持ちがこみ上げてきました。そして、走った後に決意しました。膝を
治すリハビリと減量に取り組むということです。その日のうちに、早速実行に移し、現在実
践中です。結果報告は、後日させていただきます。より良い法的サービスを提供していくた

めにも、まずは、自己変革から始めていきます。
それでは、今月号もよろしくお願いします。

（代表社員 大島 隆広）

前回は、信託の基本的な概念や仕組みを説明しました。今回は

具体例を通して、信託の活用事例を紹介します。

（事例１）
Ｘは、地主として先祖代々承継してきた土地と建物（ア
パート・マンション等）を所有しており、その不動産収入
（地代・賃料）が主たる収入です。妻Ｙとの間に子供はお

らず、Ｘの法定相続人は、ＹとＸの弟Ｚです。

Ｘは、自分が死んだら妻には不自由させたくないので、財産はすべて譲りたいのですが、次にＹ
が死亡すれば、Ｘ家が代々引き継いできた不動産がＹの親族に渡ることになってしまいます。Ｘは

Ｙが死んだら、不動産はすべてＸ家の親族であるＺやその子供たちに遺したいと希望しています。
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信託－主として民事信託について

Ｚ（弟） Ｘ Ｙ（妻）

※ＸＹ間に子どもはなし



ホームページアドレス http://www.hshsc2003.jp/

遺言では、「すべての財産をＹに相続させる。Ｙが死亡したら弟Ｚ、Ｚが死亡している場合に
は、その子に相続させる」といった連続的な資産承継を定めることはできません。最終的にＺや
その子供たちに資産を承継させるには、妻Ｙに「すべての財産はＺ（もしくはその子供）に遺贈

する」旨の遺言書を作成してもらう必要があります。しかし、それはＹの意思によるので、Ｚや
その子供たちが資産を承継することは必ずしも保証されません。

このような事例では、信託を活用することで、Ｘの希望を反映させた資産承継のスキームを作
ることができます。

①ＸとＡ（信託会社等）との間で契約で信託の設
定をし、受託者であるＡに財産を移転します。
②Ｘの生存中は受益者（この場合は地代・賃料を

受け取る権利）をＸ本人にし、Ｘの死亡後は受益者
をＹにします（※受益者連続型信託）。こうするこ

とで、Ⅹ死亡後Ｙの生存中は、Ｙが地代や賃料を受
け取ることができます。
③妻Ｙの死亡により信託が終了するように定め、

信託財産の帰属先をＺやその子供たちに指定します。

こうすることで、最終的に、Ｘ家の先祖代々引き継いできた不動産は、Ｚやその子供たちに承継

させることができますし、妻Ｙの生活を心配しなくてもすみます。

※受益者連続型信託・・・受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者

が新たな受益権を取得する定め（受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを
含む）のある信託をいいます。

（事例２）
Ｘには、妻Ｙと知的障がいのある子供Ｚがいます。Ｘは、
自分とＹが亡くなった後の一人息子Ｚの生活が心配です。

Ｘは、Ｘ・Ｙ・Ｚ全員の死亡後に残った資産の全額を、
Ｚがお世話になっている障がい者施設を運営する社会福祉
法人甲に寄付したいと考えています。

Ｘ、Ｙの相続が発生すると、ＸＹの資産すべてをＺが相続します。Ｚが、「自分の財産の全部
を社会福祉法人甲へ遺贈する」旨の遺言を作成すれば何ら問題ないのですが、Ｚには遺言を作成
する能力がないため、Ｚの死亡時に残った資産は相続人不存在として、国庫に帰属します。

このようなケースで、事例１でも出てきた受益者連続型信託を利用することで、遺言では実現
できないＸが希望する資産の承継ができます。

①Ｘは、Ｚのために法定後見開始申立てを行い、Ｚのために後見人を選任します。同時にＸはＡ
（信託会社等）との間で契約により信託を設定します。

②内容は、当初は受益者をＸ自身とするが、Ｘの死後、２次受益者をＹにします。さらにＹの死
後は、３次受益者をＺにして、Ｚの生存中の生活・療養に必要な資金は、受託者Ａから後見人Ｗ

に必要に応じて給付するようにします。
③Ｚの死亡時に信託が終了するように定め、残った資産の帰属先を社会福祉法人甲に指定します。

Ａ（受託者）

③財産の ① ②賃料

帰属先 賃料

Ｚ（弟） Ｘ Ｙ（妻）
（①受益者） （②受益者）

※最終的にはＺやその子どもたちが引き継ぐ

Ａ（受託者） Ｘ Ｙ

社会福祉法人
甲 Ｚ（後見人Ｗ）

※最終的には社会福祉法人甲へ寄付
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（事案の概要）
亡Ａさんは、平成１６年５月１３日に死亡し、その相続人は、妻Ｂさん、長女Ｃさん、長

男Ｄさん、二女Ｅさん、二男Ｆさん及び亡Ａさんと亡Ｇさんとの間のＨさんである。
自筆証書遺言は、縦約２５．７㎝、横約１８．２㎝の大きさに切り取られたカレンダーの

裏面と封筒から成り、文書には、署名及び押印はなく、冒頭に「遺言書」と、末尾に「平成

１４年５月１３日」という日付が記載されているほか、「妻と共有の土地家屋をＤさんに」
「マンション２０３号室だけをＦさんに」などと記載され、封筒は、表に「遺言書」と記載
され、裏面には、亡Ａさんの氏名及び封じ目に「封」と判読できる１文字が記載され、亡Ａ

さんの氏の印影が顕出され、検認時には既に開封されていた。
遺言は、東京家庭裁判所において検認された。Ｄさんは、検認の際、同年７月３日、亡Ａ

さんの自宅の金庫の中に封筒に密封された文書を発見したと述べた。筆跡については、Ｄさ
んらは、亡Ａさんの筆跡であると答え、封筒の裏面の印影については、Ｃさん、Ｅさん及び
Ｈさんは亡Ａさんの印章であるかどうかは分からないと答えた。

（裁判所の判断）
文書には亡Ａさんの署名及び押印がなく、自筆証書遺言として有効なものと認めることは

できない。もっとも、亡Ａさんが封筒に署名して押印し、かつ、文書と封筒が一体のものと
して作成されたと認めることができるのであれば、亡Ａさんの自筆証書遺言として有効なも
のと認め得る余地がある。

しかし、①文書の作成日付の数か月前から亡Ａさん死亡時までの間、Ｄさんのみが同居し
ており、②Ｄさんは、亡Ａさんの四十九日法要の当日、Ｃさんらに対し、文書のコピーのみ

を示し、文書を発見した時期についても告げず、③検認の際、Ｃさんらに対し、文書及び封
筒の各原本を初めて示し、遺言書を法要の当日に発見したと初めて告げたのであり、これら
の事実に加え、④検認の当時、封筒は既に開封されていたことをも考慮すると、Ｄさんの主

張は認めることができない。
したがって、文書には亡Ａさんの署名及び押印のいずれをも欠いており、遺言は、民法９

６８条１項所定の方式を欠くものとして、無効である。

判例紹介 ～自筆証書遺言が無効とされた事例～
（平成１８年１０月２５日東京高等裁判所）

こうすることで、Ｙ及びＺが生存中に残した資産は、国庫

に帰属せずに、Ｘが希望するとおり社会福祉法人甲へ承継さ
せることができます。
なお、受託者と後見人を同一人物が兼ねるということも可

能です。

今回は、相続時に遺言では対応できない問題を、信託を活用

することで解決できる事例を取り上げました。次回も引き続
き、信託の活用例を紹介していきます。
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お知らせ

当法人では、継続的な相談にも対応できる
よう、顧問契約の締結を行っています。

会社・個人問いません。詳しくはお近くの
事務所までお気軽にお問い合わせください。

司法書士日記 ～当法人の司法書士が、趣味の話や最近の出来事など、

ざっくばらんに書いていきます～

つい先日、大学の同級生に子どもが生まれたということで、出産祝いを友人たちとすることに

なりました。毎回、何にするか悩むのですが、一人の提案で「おむつケーキ」を贈ることにしま
した。実は、それまで私は「おむつケーキ」なるものを知らなかったのですが、主に紙おむつを
デコレーションケーキのように装飾したもので、中には肌着やタオルも一緒にドレスアップさせ

たものもあるようです。「ケーキ」でも実際に食べれる訳ではありません！
よくよく考えてみると、その「物」自体は特に珍しいものではありませんが、実用的なものを

ちょっとした工夫で見た目も可愛いプレゼントに変えてしまうというアイディアは見習わないと
いけないな～と感じました。普段からいろんな方向にアンテナを張り巡らせておかなければっ！
と感じた出来事でした。

（健軍事務所 司法書士 山﨑 順子）

～寄り添う支援で笑顔ふたたび～
当法人は、「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者

を支援する会」との連携を図っています。
（℡ ０９６－３４１－８２２２）

（コメント）
民法では、自筆証書遺言の要件について、厳格に規定しています。

しかし、自筆証書遺言の場合、その遺言書がどのような状況で書
かれたものかを後で確認をすることはほとんど出来ません。今回
の事案は、家族の間で争いが起こってしまい、亡くなった人は残

された家族が争っている状況を目にしたら、とても悲しむことで
しょう。（それを確認することはできませんが・・・。）
したがって、遺言は偽造や紛失がなく、証人も立ち会った公正

証書遺言で残されることをお勧めします。少しでも相続が「争族」
になることが無いように、遺言を作成する際はその残し方にも気
をつけた方が良いですね。


